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8. 多国間協力 

8.4 核燃料供給保証・核燃料サイクルの多国間化 
【名称】核燃料供給保証 
【期間】2003 年 10 月～ 
【提唱者】エルバラダイ IAEA 事務局長（当時）（エコノミスト誌への論文投稿が発端） 
【目的】濃縮や再処理などの機微技術の拡散を防止するために、核不拡散以外の政治的な

理由により核燃料の供給が途絶した場合に備えて、その供給を保証する 
【主な提案】・米国提案 ・六カ国提案 ・NTI 提案 ・日本国提案 ・独国 MESP 提案 

・英国濃縮ボンド提案 ・露国 IUEC 提案 
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8.4  核燃料供給保証・核燃料サイクルの多国間化 
 
8.4.1 定義 
核不拡散以外の政治的な理由（技術的もしくは商業的な理由を除く）により核燃料の供給が途
絶され、かつ既存の核燃料市場から代替の供給を得ることが不可能な場合、国際的なスキー
ムにより代替の供給を受けること【1】 
 

- 現在の供給保証の議論は、2003 年 10 月にエルバラダイ IAEA 事務局長（当時）が機微技
術や施設（濃縮、再処理）の多国間管理を提案したことに端を発する【2】 

- 具体的にどのようなケースが「核不拡散以外の政治的な理由（技術的もしくは商業的な理
由を除く）による途絶」に該当するのか、同提案の中で明示されていない 

- 米国は供給保証（Assurance of supply of nuclear fuel）という語よりも、「信頼性のある核燃
料へのアクセス（Reliable access to nuclear fuel）」という用語を用いている【3】 

 
8.4.2 目的 
多国間管理により機微な原子力技術（濃縮、再処理）の拡散を防ぐことで、主な内容は以下の
とおり【2】 
 

- 21 世紀に入り、原子力発電を導入を計画する国が増加し、燃料調達のためにウラン濃縮や
使用済燃料の再処理（プルトニウムの抽出）を自前で行うとの動きもある 

- 包括的保障措置及び追加議定書の締結が進んでいない中で、核兵器にも利用可能な濃
縮・再処理技術の拡散防止のため、これらの民生利用は多国間管理の施設に限定する 

- 高濃縮ウランを使用している施設は低濃縮ウランを使用するように変更するとともに、使用
済燃料・放射性廃棄物の管理・処分について多国間管理のアプローチを検討する 

これに対して、非同盟諸国（NAM：Non-Allied Movement）諸国【4】や G77(Group of 77)諸国【5】

は、濃縮や再処理の放棄は NPT 第 IV 条の原子力平和利用の権利を奪うものであり、さらに
供給保証制度が各国を機微な技術や施設を｢持つ国｣と「持たざる国」（have to have-not）に新た
に二分化するものであるとして強くこれに反発した。この結果、以後は機微技術の放棄につい
て直接的な言及は避けられている 
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8.4.3 経緯 

2003/10 エルバラダイIAEA事務局長、機微技術の多国間管理構想を提案 
2004/2 ブッシュ米大統領、機微な技術・施設（濃縮、再処理）の開発を放棄した国に合理的

な価格で核燃料の供給を保証すべきことを表明 
2005/2 エルバラダイ事務局長の任命による専門家グループ、核燃料サイクルの多国間管

理に関する報告書を提出 
2005/9 米エネルギー省(DOE)ボドマン長官、解体核起源の17.4トン高濃縮ウラン（HEU）を

希釈した低濃縮ウラン（LEU）を備蓄することを発表 
2005/11 エルバラダイ事務局長、新規のウラン濃縮及び再処理施設の5～10年のモラトリア

ム（新設禁止）、フロント・エンド及びバック・エンド施設の多国間管理等を提案 

2006/2 米国、国際エネルギー・パートナーシップ構想 (GNEP)を発表 
2006/5 世界原子力協会、ウラン濃縮役務等の保証体制構築に係る報告書を発表 
2006/5 六ヶ国（仏、独、蘭、露、英、米）、ウラン濃縮役務等の保証体制の構築を提案 
2006/9 IAEA、特別イベント「21世紀における原子力利用の新しい枠組み：燃料供給保証と

核不拡散」を開催 
 米国核脅威イニシアティブ（NTI）、IAEA低濃縮ウランバンク（LEUバンク）創設のた

めに5千万米ドルを拠出する用意があることを表明 
 日本政府、「IAEA核燃料供給登録システム」を提案 
2006/1 露国、ウラン濃縮を含めた核燃料サービスの提供を目的とした「国際ウラン濃縮セン

ター（IUEC）」の設立を提案 
2007/6 英国、ウラン濃縮役務を保証するボンド（一種の債権）を提案（ボンド提案) 
 IAEA事務局長、「原子力利用のために構築する新たな枠組み：燃料の供給保証の

選択肢」と題する報告書を発表 
2009/3 クウェート、NTI提案に基づくIAEALEUバンクに1千万米ドルの拠出を表明。これに

より、拠出金1億ドル以上の条件を達成 
2009/4 カザフスタンが、同国内にNTI提案に基づくLEUバンクの受入れ検討を表明 
2009/5 IAEA事務局、IAEA6月理事会での検討用に①「IAEALEUバンク」の創設に関する

提案、②露国が「IUECでの供給保証用LEU備蓄」の創設に関する提案、③独国が

「多国間濃縮サンクチュアリー・プロジェクト（MESP）」の創設に関する提案を提示 
2009/6 IAEA6月理事会でLEUバンク及び露IUECのLEU備蓄の構築に関し議論 
2009/9 英国、IAEA理事会での検討用にボンド提案を発展させたNuclear Fuel Assurance提

案を提示 
 核不拡散・核軍縮に関する安全保障理事会首脳会合で「安保理決議1887号（2009）」 

を全会一致で採択。→多国間管理（核燃料供給保証を含む）は拡散リスクを削減す

る効果的手段であり、出来る限り早く構築に向けた措置に合意するようIAEA理事会

を促す旨が盛り込まれる 
2009/11 露国の「IUECでの供給保証用LEU備蓄」の創設に関する提案に関し、ロシアと

IAEA間の協定がIAEA理事会で承認 
 2010 年以降の経緯は 8.4.7 に記載（LEU バンク、IUEC、及び米国の AFS(Assured 
Fuel Supply)の開設）  
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8.4.4 エルバラダイ IAEA 事務局長のイニシアティブ及び IAEA での検討等 
 
(1) エルバラダイIAEA事務局長、“Towards a Safer World”をエコノミスト誌へ寄稿【2】（2003/10） 

• NPT を中心とする核不拡散体制が万能ではなく、機微技術や関連施設の拡散を防ぐために、

これらの施設を多国間で管理すべきとする｢多国間管理構想｣を提案 

- 核兵器に利用可能な物質（分離プルトニウム及び高濃縮ウラン）の生産（民生用）は多国

間管理の施設に限定すべき 
- 原子力システムは、核兵器の製造に直結する物質を使用しない設計にする必要がある。

高濃縮ウランを使用している施設は、低濃縮ウランを使用するように変更すべき 
- 使用済燃料と放射性廃棄物の管理と処分について多国間管理のアプローチを検討する

必要がある 

 

(2) 専門家グループによる多国間管理に関する報告書【6】（INFCIRC/640：2005/2） 

• 核燃料の供給とサービスの保証を維持しつつ核不拡散の目的を達成するためには、施設の

多国間管理を順次導入する必要があるとし、具体策として以下のアプローチを提案 

- 既存の商業市場メカニズムの強化 
- IAEAの参加する国際的な供給保証の実施 
- 既存施設の多国間管理施設への自主的な転換 
- 共同所有方式による多国間管理施設（特に地域共同施設）の新規建設 
- 世界で原子力計画が拡大した際には、IAEAや国際社会が参加する多国間管理（地域ま

たは大陸別）による核燃料サイクル施設の建設 

 

(3) エルバラダイ事務局長のカーネギー国際核不拡散会議での講演【7】（2005/11） 

• 機微な原子力技術や施設の管理について、原子炉技術と核燃料の市場価格での供給を保

証することにより、各国が自ら燃料サイクル技術を開発するインセンティブを排除できるとして

以下を提案 

- 機微な原子力技術の管理を強化するために原子炉技術と核燃料の供給を保証する 
- ウラン濃縮とプルトニウム分離施設の新設の一定期間（5～10年）のモラトリアム 
- バック・エンド（再処理と廃棄物処理）の国際管理・規制に関する枠組み確立 
- フロント・エンド（濃縮と燃料製造）の国際管理・規制に関する同様の枠組み確立 
モラトリアムに関しては原子力事業者の反発を招く結果となり、事業者自体が世界原子力

協会 (World Nuclear Association：WNA)を中心に、供給保証の枠組みについて提案する

動きに繋がっていく。 

 

(4) 第50回IAEA総会における核燃料供給保証に関する特別イベント「21世紀における原子力

利用の新しい枠組み：燃料供給保証と核不拡散（Special Event at the 50th IAEA General 
Conference, “New Framework for the Utilization of Nuclear Energy in the 21st Century: 
Assurances of Supply and Non-Proliferation”）」【8】 （2006年9/19-21、ウィーン） 
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• 参加国からの既存及び新規の提案概要の紹介と、各提案のメリット・デメリット、実現可能性、

供給保証システム構築の課題等について議論。議長報告の概要は以下の通り【9,10】 

- 原子力平和利用を推進しつつ核拡散を防止するために供給保証体制を確立する必要が

ある 

- 短期目標は核燃料の供給を保証するメカニズムの確立、中・長期的目標は、供給保証と

使用済燃料及び廃棄物の管理と処分を含めた包括的な多国間システムの確立 

- 供給保証の目的、保証対象、メカニズムの態様、受領国要件、供給要件、IAEA の役割、

産業界の役割等については、専門家等による更なる検討が必要 

- IAEA 事務局はこれまでの提案等も考慮に入れて、2007 年の理事会での検討に向けて提

案を纏める 

 

(5) 核燃料供給保証に関するIAEA事務局長報告「原子力利用のために構築する新たな枠組

み：核燃料の供給保証の選択肢(“Possible New Framework for the Utilization of Nuclear 
Energy: Options for Assurance of Supply of Nuclear Fuel”)」【11】 （2007/6） 

• それまでに発表された供給保証に関する提案について検討し、共通の課題、供給の条件等

について、以下の項目を記載 

- 約 2 年間に種々の国家や機関から提出された提案の概要 

- 可能性のある新しい枠組み(possible new framework) 

- IAEA 理事会が事前に合意しておく必要のある供給の基準 

露や独が提案する国際核燃料センター （International Nuclear Fuel Centers: INFCs） 

• このうち、供給保証に関する種々の提案は相互補完的なもので、これらに包含される共通の

テーマから考えられる「可能性のある枠組み」の概要は、以下のような濃縮ウランと燃料製造

を保証対象とする三層の保証体制【12】 

- レベル 1： 既存の市場における核燃料の供給 

- レベル 2：濃縮事業者・燃料製造事業者による供給のバックアップと供給国政府のコミット

メント 

- レベル 3：一箇所、もしくは複数箇所に備蓄される低濃縮ウラン（仮想・現物）と燃料製造を

可能にするための一連の取り決め 

• 受領国要件：すべての IAEA 加盟国にオープンで、各国は核燃料サイクルオプションを選択

する権利を有し、いかなる権利の放棄も要求されない 

• 今後の検討スケジュール：IAEA 段階的なアプローチで、政治的、技術的及び法的問題に関

し加盟国、産業界、専門家等と協議しつつメカニズム構築を進める 

 

なお、2009年9月、 核不拡散・核軍縮に関する安全保障理事会首脳会合で「安保理決議1887号
（2009）」 を全会一致で採択し、核燃料供給保証を含む多国間管理は拡散リスクを削減する効

果的手段であり、出来る限り早く構築に向けた措置に合意するようIAEA理事会を促す旨が盛り

込まれた【13,14】。 
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8.4.5 各国の提案等の概要 

(1) ブッシュ米国大統領の“New Measures to Counter the Threat of WMD”演説【15】（2004/2） 

• 核拡散防止強化のために以下の 7 つを提案 

① 核拡散に対する安全保障構想（PSI: Proliferation Security Initiative）の拡大 
② 核拡散を規制する法律や国際管理の強化 
③ 冷戦時代からの兵器等の拡散防止への努力 
④ NPT の抜け穴を塞ぐこと 
⑤ 追加議定書に署名した国のみが民生原子力利用の資機材輸入が許容されるべき 
⑥ IAEA 理事会の中に保障措置と検認に焦点を置いた特別委員会の設置 
⑦ 核不拡散規範違反の調査対象国は IAEA 理事会や新しい委員会のメンバーとなれないと

すべき 
うち、④の詳細は以下の通り 

- NPT の抜け穴を塞ぐために、既存の主要な原子力輸出国は、濃縮と再処理を放棄した国に

は合理的な価格で核燃料への信頼できるアクセスを保証すべき 

- 原子力供給国グループは、すでにフルスケールで機能している濃縮や再処理施設を有して

いない国には、濃縮、再処理技術や資機材の売却を拒否すべき 

 

(2) 低濃縮ウランの備蓄に関する米国提案【16】 (INFCIRC/659：2005/9） 

• 米国エネルギー省のボドマン長官は、IAEA 第 49 回総会で以下を表明 

- 米国政府は、濃縮と再処理を行わない国に対して信頼できる核燃料へのアクセスを保証

するメカニズム創設のため、低濃縮ウラン（LEU）の備蓄を創設する 
- この備蓄は、解体核起源の17.4トンの高濃縮ウラン（HEU）を希釈したもので、エルバラダ

イ事務局長が提唱した核燃料施設の多国間管理の提案をバックアップするもの 

- IAEAが核物質や役務の供給の保証を行う仲介者（intermediary）として中心的役割を果た

すよう期待 

 

(3) 米国 国際原子力エネルギー・パートナーシップ（GNEP）【17】提案（2006/2） 

• 原子力平和利用の促進と核不拡散を両立させるための構想で、概要は以下のとおりである。 

- ウラン濃縮・再処理技術や施設の獲得を放棄した国に対し、パートナーシップ（米国を中

心とするコンソーシアム）は燃料供給を保証し、更に使用済燃料・高レベル廃棄物の引き

取りを行う 
- パートナーシップは、核拡散抵抗性が高く、廃棄物処理・処分の負担を軽減することが可

能な「先進リサイクル技術」を開発し、回収した有用物質・有毒物質を燃焼できる「高速炉

（先進燃焼炉）」で燃焼させるシステムを実用化する。 
• 2009 年 4 月、DOE は国内の GNEP 計画を継続しないことを既に決定したこと、長期的な核

燃料サイクル研究開発は継続するが短期的に核燃料サイクル施設や高速炉の建設は行わ

ないこと、GNEP の国際的要素については DOE 内で現在検討中であることを発表した【18】 



8 章 多国間協力 4 節 核燃料供給保証・核燃料サイクルの多国間化  

 

(4) 世界原子力協会（WNA）の報告書“Ensuring Security of Supply in the International Nuclear 
Fuel Cycle” 【19】 （2006/5） 

• 主に原子力産業に係る企業等が会員となっている WNA が、供給保証に対する産業界として

の対応を検討するためにとりまとめた報告書 

• ウラン濃縮役務につき、IAEA と各国政府の支持を得たうえで、ウラン濃縮事業者が共同で

供給保証する体制を確立すべきとし、以下の 3 つのレベルの供給保証の構築を提案 

- レベル1：既存の世界市場による基本的な安定供給 
- レベル2：関係政府とIAEAのコミットメントに支持された濃縮事業者による集団保証 
- レベル3：各国政府による濃縮ウランの備蓄 

• バック･エンド：当面問題はないが、将来原子力利用が大規模に拡大したときは、国際再処

理・リサイクルセンター構想を推進する必要が生じてくる 

• 燃料集合体を供給保証対象とすることについて：炉型により燃料設計が異なり、供給保証に

対応するには異なる種類や設計の燃料貯蔵が必要。供給保証メカニズムが複雑、かつコスト

高になる可能性あり 

• 核燃料の受領国は IAEA 保障措置を遵守している国(なお、当初、付されていた、受領国内

において濃縮、再処理を行わない、との燃料供給の条件は、原子力新興国から反発を受け、

最終報告書では削除された) 

 

(5) 六カ国提案【20】 （2006/5） 

• 濃縮役務の供給国である米国、英国、独国、蘭国、仏国及び露国の六ヶ国が上記 WNA 報

告書をベースとして、濃縮ウラン及び濃縮役務の提供を中心とした 3 つのレベルからなる供

給保証メカニズムを提案 

- レベル１：既存の市場 
- レベル２：核不拡散義務以外の理由により核燃料の商業供給が途絶した場合、各国政府

とIAEAの協力を得て他の濃縮事業者が共同して供給をバックアップする 
- レベル３：レベル２が不可能な場合に備えて低濃縮ウランの備蓄を創設、備蓄から低濃縮

ウランの供給を行うとしている。 
• 供給保証を受けることができる国は、 

- IAEAの保障措置協定違反がなく、 
- 原子力安全と核物質防護の国際基準を満たし、 
- 濃縮や再処理等の機微技術の開発を行わない国 

しかし、最後の条件に関し新興の原子力利用国から反発を招く結果となり、現在は当

該条件を明示していない。 

 
(6) 核脅威イニシアティブ（NTI：Nuclear Threat Initiative）提案：IAEA低濃縮ウランバンク【 21】

(2006/9) 

- 独自の濃縮能力を開発するよりも燃料の輸入に依存することを決定した国に対して、その

国が核不拡散の義務を果たしているならば燃料供給を保証するため、IAEAが所有・管



 4 節 核燃料供給保証・核燃料サイクルの多国間化 8 章 多国間協力 

 

 

理する低濃縮ウラン備蓄（低濃縮ウランバンク：LEUバンク）の創設に向け、以下の2つの

条件が2年以内に満たされた場合、NTIは5千万ドルを拠出する 
i） IAEAがバンク創設の承認に必要な措置をとること 
ii） IAEA加盟国がバンクの開始のための1億ドル相当の資金あるいは低濃縮ウラン

の提供を行うこと 
 
2007 年 12 月から 2009 年 3 月にかけて、米国が約 5 千万米ドル、ノルウェーが 500 万ド

ル、アラブ首長国連邦が 1 千万ドル、欧州連合が 2,500 万ユーロ（約 3,200 万ドル）、クウ

ェートが 1,000 万ドルの拠出をそれぞれ表明して計 1 億 700 万米ドルとなり、上記の条件

ii）を達成した。残るもう一つの条件 i）の達成に向け、IAEA 理事会で承認を得るためのバ

ンクの枠組み等の検討に焦点が移った【22】 

• バンク承認に向けた動き 

- 2009/4 カザフスタンのナザルバエフ大統領が、同国がNTI提案に基づくLEUバンクのホス

トを考慮していることを発表【23】 

- 2009/5 IAEA事務局、IAEA6月理事会での検討用に「LEUバンク」の創設に関する提案を

提示【24】 
- 2009/6 IAEA6月理事会でLEUバンクの構築に関し議論【25】 
 

 2010年以降の経緯は8.4.7に記載 

 

(7) 日本提案：IAEA核燃料供給登録システム【26】 （INFCIRC/683：2006/9） 

• 六カ国提案を補完する情報登録システム 

• 他の提案が濃縮ウランや濃縮役務のみを保証対象としているのに比し、核燃料サイクルのフ

ロント・エンド全体をカバーしている点が特色 

• 参加国は、ウラン精鉱、回収ウランを含む燃料備蓄、転換、濃縮及び燃料加工の能力（現保

有量及び供給能力）を、供給能力に応じて以下の 3 つのレベルに区分し IAEA に通知 

- レベル1：すでに商業活動を開始し、国内向けに製品/役務を提供しているが商業規模で

外国には提供していない。したがって、供給に関する緊急の要請に協力する意図はある

ものの供給量は限定され、供給開始までにかなりの時間を要する 
- レベル2：すでに商業規模で製品/役務を外国に輸出している。したがって供給に関する緊

急の要請を受けた場合は可能な供給量の範囲で出来るだけ速やかにこれに応える意思

がある 
- レベル3：短期間で輸出可能な備蓄を有している 

• IAEA は、システム全体の管理、情報のデータベース化、供給条件の検討、供給ニーズが発

生した際の仲介、国際市場のモニタリング等を行う 

 

(8) 独国の提案:多国間管理による濃縮サンクチュアリー・プロジェクト （INFCIRC/704：2007/ 5、
INFCIRC/727：2008/5、INFCIRC/735：2008/9、INFCIRC/759：2009/6、INFCIRC/765：2009/7） 

• IAEA 総会特別イベントにおいてシュタインマイヤー外相が提案した概念を発展・修正して、
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2007 年 4 月に独国政府の提案として IAEA に提出【27】。その後、多国間管理による濃縮サ

ンクチュアリー・プロジェクト (MESP：Multilateral Enrichment Sanctuary Project)との名前で提

案の詳細を進展させたもので、MESP の態様等は以下の通り【28】 

- ホスト国（現在の濃縮ウラン及び濃縮役務供給国以外の国を想定）が、その領域内に主

権を放棄した地域（非主権地域）を設け、MESPに関心を有する国（関心国）が出資し

IAEAが運営管理する中立的な濃縮施設を新規に建設する 
- 濃縮施設は濃縮役務サービスを提供、また供給保証用にウランの備蓄も行う 
- 濃縮技術はブラック・ボックス方式で提供、ホスト国及び関心国へは移転されない 
- MESPは、ホスト国とIAEAとの協定（ホスト国協定）と、関心国とIAEAとの協定（MESP協
定）の2つにより規定される 

- 参加国は、NPTで認められているいかなる権利の放棄も要求されない 

 

(9) 英国提案：濃縮ボンド【 29】及びNFA(Nuclear Fuel Assurance)提案【 30】 (INFCIRC/707：
2007/6、INFCIRC/713：2007/9、INFCIRC/728：2008/6、INFCIRC/758：2009/6) 

• 英国は、六カ国提案を補完するものとして濃縮ボンド(濃縮役務に関する一種の債権)による

保証を提案 

- 濃縮ボンドは、IAEA、供給国、核燃料の受領国であらかじめ協定を締結しておき、供給

が途絶した場合には、IAEAの承認を条件に輸出許可も含めて供給国が濃縮役務の提

供を行うことを保証する 
- 供給条件として、IAEAが消費国内のすべての核物質が平和目的に利用されていると判

定すること、包括的保障措置協定と追加議定書が発効していること、濃縮や再処理に係

る研究開発や運転、資機材の購入や製造を行わないことを約束すること等 

- 輸出許可については、濃縮契約締結時に契約全期間にわたり事前に発行しておく 
• 2009 年 3 月、ロンドンで開催した多国間管理に関する会議でボンド提案を発展させた NFA 提

案を提示【31】 

 

(10)  露国提案：アンガルスクの国際ウラン濃縮センター（ IUEC ： International Uranium 
Enrichment Center ） 及び同センタ ーでの LEU 備蓄 【 32 】  (INFCIRC/667 ： 2006/2 、

INFCIRC/708：2007/6、INFCIRC/748：2009/4、INFCIRC/759：2009/6) 

• 濃縮役務の提供及び供給保証用ウランの備蓄を行うため、アンガルスクに各国の出資により

国際ウラン濃縮センター（IUEC：International Uranium Enrichment Center）を設立するとの提

案を行った。その概要は以下の通り 

- IUECは、濃縮役務及び貯蔵役務の提供を行う 
- 自国内でウラン濃縮技術の開発を行わなくてもよいように、濃縮ウランの供給を行う 
- IUECの出資国にウラン濃縮技術に関する情報を提供しないブラック･ボックス方式 
- 供給保証用に100万kW級原子炉の取扱燃料2回分に相当する120トンU（2～4.9％の濃縮

度）を備蓄、露国が管理する 
• 2007 年 1 月、IUEC が設立【33】。同年 5 月、露国とカザフスタンが IUEC への参加に関する合

意書に署名【34】 
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• 2009 年 11 月、本提案に関するロシアと IAEA 間の協定が IAEA 理事会で承認【35,36】 

 

   2010年以降の経緯については8.4.7に記載 

 

(11)  オーストリア提案：核燃料サイクルの多国間管理化【 37 , 38 】 (INFCIRC/706：2007/5、
INFCIRC/755：2009/6) 

• 2 つのトラックにより、すべての原子力施設を多国間管理化することを提案 

- 第1トラック：原子力活動の透明性向上のため、全ての加盟国が既存の原子力計画、将来

の開発計画、核燃料サイクル活動、核物質、機器及び関連技術の移転につき、IAEA及

び加盟国に明らかにする 
- 第2トラック：すべての濃縮・再処理の取引は核燃料バンクを通じて行う 
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8.4.6  NAM 諸国や G77 諸国等の供給保証に対する見解 
• NAM 諸国【39】や G77 諸国【40】は、六カ国提案を行った既存の原子力供給国が、核燃料の

受領国に対して濃縮や再処理の放棄を要求しており、それが NPT 第 IV 条の原子力平和利

用の権利を奪うものであり、さらに供給保証制度が各国を機微な技術や施設を｢持つ国｣と

「持たざる国」に新たに二分化するものであるとして強くこれに反発【41,42】 

• アルゼンチン、豪州、ブラジル、加国、カザフスタン、南アフリカ、ウクライナは、将来の濃縮オ

プションの可能性を残しておきたいとの考え等から NPT 第Ⅳ条の権利を放棄する考えのない

ことを表明しており【43】、ブラジルがアルゼンチンと共同で濃縮工場建設の可能性を検討して

いることを明示【44】 

• 2009 年 IAEA3 月理事会では、既存の原子力供給国や EU が、NTI 提案に基づく LEU バン

ク等に関する議論の進展を主張したのに比し、G77＋中国は政治的、経済的、技術的及び法

的問題について精査が必要、また供給保証により原子力平和利用の権利が制限されるべき

でないことを主張【45】 

 

 2010年以降の経緯は8.4.7に記載 
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8.4.7  2010 年以降の燃料供給保証構想の進展 
 
以上の各提案のうち、その後、進展があったものは次の 3 件である。 
 

(1) NTI 提案（LEU バンク） 

 1) 主な経緯 

・2010年12月 IAEA理事会に「核燃料供給保証」と題するLEUバンクの設立に係る決議案
が、日本を含む十数ヶ国の共同提案により上程、賛成多数で承認（途上国の反対を緩和す
るため供給条件を見直し、バンクを利用しても自国の核燃料サイクルの確立あるいは開発の
権利放棄は求めないことを確認【46】） 

 
・2011年1月 カザフスタンがバンク施設の受入れを表明【47】 
 
・IAEAは、サイト候補地に対する安全及び核セキュリティ、保障措置を含む様々なインフラの
整備状況に対する技術評価と並行して、バンクの施設・資機材に対する保障措置、安全及び
核物質防護上の措置等を規定するホスト国協定及び技術支援協定の締結交渉をカザフスタ
ンとの間で実施【48】 

サイト候補地とされたカザフスタン東部は地震活動が活発であるため、数次にわたり

IAEA 調査団が現地に派遣され、IAEA 安全基準等に照らして原子力施設の設置サイト

としての適格性を有するか否かを慎重に評価・検討した結果、ウルバをサイト地とするこ
とを IAEA 理事会にて承認【49】 

・2015年6月 IAEAとロシアは、ロシア領内とバンク間におけるLEU及び機材の輸送に関する
協定に署名【50】（ロシアが当該物資の同国領内における安全な輸送を保証するもの） 

 
・2015年8月 ホスト国協定の署名を以ってバンクをカザフスタンに設置することを正式に決定
【51】。バンクサイトに新設されるLEUの貯蔵施設・設備の設計がIAEA安全基準及びセキュリ
ティ指針に規定されている条項に合致している旨の確認を経て、これらの施設の建設が進行 

 
・2016年5月、LEUバンクの建設サイトであるカザフスタンのウルバ冶金工場とIAEAとの間
で、施設建設のためのパートナーシップ協定を締結【52,53】 

 
・同年9月、IAEA総会において天野事務局長が、バンクに係る新しい保管施設の建設を開始
した旨を表明【54】 

 
・2017年4月、IAEAは、中国と同国内の輸送の安全・セキュリティ確保等に係る輸送協定を締
結【55】 

 
・同年6月、IAEA理事会において「低濃縮ウランの調達計画に基づいて獲得契約を同年末ま
でに完了させること、獲得した低濃縮ウランを2018年に貯蔵施設へ輸送すること」を表明【56】 

 
・2017年8月29日 カザフスタンの首都アスタナ（当時の名称）において、天野IAEA事務局長、
ナザルバエフ同国大統領（何れも当時）、IAEA加盟国、バンク基金の拠出国の代表等関係
者の列席のもとで竣工式を実施【57】 

 
・2018年11月、IAEA理事会において 「LEUバンクの燃料調達契約をカズアトムプロム社(カ
ザフスタン)とオラノサイクル社(フランス)とそれぞれ交わし、この契約を通じてIAEAは2019年
末までにLEUを同バンクに輸送することを目指す」旨を発表。更に「IAEAはロシア及びカザフ
スタンの事業者とLEUの輸送契約を結んだ」ことも発表【58】 

 
・2019年6月、IAEA理事会において 「LEUバンクへのウラン調達を実施中であり、2019年末
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には保管施設への移送が完了し、同バンクの運用が開始の見込みである」旨を表明【59】 

・同年10月、第1の輸送経路として締結済みのロシアのTENEX JSC社及びカザフスタンの
KTZ Express JSC社との契約に基づき、IAEAはフランスオラノ社から同バンクの専用施設へ
初のLEUの実輸送を実施。「LEUバンクの専用施設で初の低濃縮ウランの受入れを行い、
同バンクが正式に設立され運用を開始した」旨を発表【60】

・2020年11月、IAEA理事会において「LEUバンクの運営に必要なLEU及び機器の輸送契約
を、中国原子能工業有限公司(CNEIC)との間で2020年9月に調印。これは、カザフスタン共
和国に設立されたLEUバンクとの間の第2の輸送経路を提供するものである」と発表【61】

図8.4-1 カザフスタン国内の主要施設と近隣国 
（地図は外務省のホームページ【62】掲載のものを加工して作成） 

2） LEU バンクに関する規定

LEU バンクの設立と LEU バンクからの核燃料供給を行うための要件として、以下のように

定められている【63】

・当初の拠出金1億5千万ドルは、バンクの設立（LEUの当初の調達を含む）と最低10年間の
運転のための費用に充てられる

・バンクは、典型的な軽水発電炉の燃料製造に充てるため90トンのLEU（濃縮度4.95%以下）
の備蓄を行う

・核燃料供給はIAEA加盟国からの要請に基づいて行われるが、その際、IAEA事務局長は
以下のIAEA理事会が認める条件が満足されていることを確認

- 当該国の発電炉への LEU 供給途絶の事実
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- 商業市場、国家間の協定等、あらゆる手段での LEU 確保が困難であること 

- 受領国が IAEA と包括的保障措置を締結し、遵守していること 

 なお、供給を受けても、受領国は自国の核燃料サイクルを推進する上で何らの制約を受
けない 

・受領国はIAEAと核燃料供給協定を締結するとともにバンクにLEUを再貯蔵するための全コ
ストを負担 

・核燃料供給協定により、受領国は以下の義務を負う 

- 供給された LEU は発電炉の燃料製造にのみ使用し、いかなる核兵器、核爆発装置の

製造、または軍事目的に利用してはならない 
- IAEA 保障措置、安全基準、核物質防護措置の適用を受ける 
- 再濃縮、再処理、再移転、再輸出には IAEA の同意が必要 

・バンクサイトのカザフスタンとIAEAとの間で締結されたホスト国協定【64】は、LEUバンクの円
滑な管理・運営を目的に両者の責任分担、権利と義務、財政、LEUバンクに滞在時のIAEA
査察官等への便宜供与、権利保証等が規定されており、主な要件は次のとおり 

 3S確保の責任 
・IAEAの原子力安全指針、核セキュリティ実施指針、技術指針を、カザフスタンの適切な法
規を通じてバンクへ適用 
・バンクの施設及びLEUはIAEA保障措置（包括的保障措置及び追加議定書）の対象であ
り、カザフスタンが締結している保障措置を適用 

緊急事態への対応 
・貯蔵施設、バンクに影響を与える原子力安全・核セキュリティに関する緊急事象に対する
対応計画を作成（輸送時を含む） 

原子力損害賠償責任 
・カザフスタンが加盟している原子力損害の民事責任に関するウィーン条約に基づいて対応 

費用分担 
・IAEAの負担は、LEUの購入・輸送、施設・設備の取得・運転等、LEUバンクの機能維持に
必要な技術、シリンダーの監視・査察、IAEAの要請によるLEUバンクの移設 
・ホスト国であるカザフスタンの負担は、サイトの提供、LEUの保管、電気等の施設のユーテ
ィリティ、スタッフに係るコスト、カザフスタンの要請によるLEUバンクの移設、カザフスタンの
保障措置義務の実施 

協定の有効期間 
・協定の有効期間は10年で、その後は10年ごとに自動延長される。 

協定の終了 
・有効期限の1年以上前に、どちらかが本協定の延長を行わない旨を書面により通告を行っ
た場合で、書面による終了通告を受け取った日から1年後 
・書面により両者が合意した場合 

その他 
・LEUバンクの原子力安全と核セキュリティ管理はカザフスタンが所掌し、IAEAの原子力安
全基準及び核セキュリティ指針の規定に合致したカザフスタンの国内法規を適用 
・2015年7月にイランの核開発問題の解決を目指して包括的共同作業計画（JCPOA）が合意
されたが【65】、その附属書の中で、JCPOAで認められた上限量を超えてイランが保有する低
濃縮ウランの一部を、本格運用後の本LEUバンクに売却できる旨が記述されている
(Annex-I, Paragraph 57)。 
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(2) 露国提案（アンガルスク国際ウラン濃縮センター， IUEC） 

 1) 主な経緯 

・2010 年 3 月 29 日、IAEA とロシア ROSATOM 社は、IAEA への LEU 提供を確立するため
の協定に署名【66】 

・2010 年 11 月、濃縮度 4.95％の LEU 120 トンが貯蔵施設に搬入され、最初の IAEA 査察を
受けて 2010 年 12 月に同センターが発足【67】 

・2011 年 2 月 3 日、全ての正式な手続きが完了して協定が発効し、LEU は IAEA 加盟国が
利用できるようになった【35】 

 2) 運営形態【68】  

・参加国に出資を募り、参加国は濃縮ウランの提供を受ける権利を持つ【69】 

・参加国は機微技術の移転を受けない一方、国独自の核燃料サイクル計画に対する一切の
制限を受けない【70】 

・2022 年 8 月現在の参加国は、ロシア、カザフスタン、ウクライナ、アルメニアが参加。出資比

率は、ロシア（ROSATOM 社）51%、カザフスタン（NAC Kazatomprom JSC 社）10%、ウクライ

ナ（Nuclear Fuel State Concern 社）10%、アルメニア（HAEK CJSC 社）10%、将来のメンバー
国への割当て（現在は ROSATOM 社が肩代わり）19% 【71】 

・ロシア（ROSATOM 社）は以下の子会社が業務を分担している 

- JSC ARMZ：天然ウランの製造 

- JSC TENEX：ウラン濃縮の商用サービス 

- JSC TVEL：燃料集合体の製造 

 

(3) 米国提案【72】 

 1) 主な経緯 

・2011 年 8 月 18 日、米国エネルギー省（DOE）/国家核安全保障庁（NNSA）は「余剰の高濃

縮ウランを希釈し生成した低濃縮ウランを用いた米国燃料供給保証（American Assured Fuel 
Supply: AFS）が利用可能になる」として、燃料供給の発動要件、方針・手順を発表し、今後、
発表した方針・手順に従って AFS に対する購入希望の受付を開始すると説明 

 2） AFS に関する規定 

発動要件 

何らかの原因で燃料供給が途絶し、民生用の原子力平和利用を履行している国の通常運
転計画が脅かされた場合に限り発動 

備蓄の規模 

約 230 トン (100 万 kW 級原子炉のほぼ 6 回分の取替燃料に相当：市場のメカニズムの
妨害あるいは代替を意図するものではないため、さほど大きくない） 

燃料供給の方針・手順 
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[方針] 

・市場での供給途絶が起こった場合、一定の核不拡散の条件に合致する受領者が利用可
能 

・実際に供給途絶が起こり通常の市場メカニズムが機能していないことを確認したのち、余

剰ウランの売却に関する法律、規制、方針に則り、米国人を介して国内および国外の受
給者に販売 

・この米国人は、核物質の所持・使用・輸送に関して有効なライセンス及び権限を有するこ

と。外国の受給者に輸出する場合は、更に原子力規制委員会(NRC)が発給する適正なラ
イセンスを有すること 

・低濃縮ウランの引き渡しの際、可能な範囲で適用可能な市場の指数を用いて正当な価格
を設定し、売却の収益は全て米国財務省に寄託 

[手順] 

・購入希望の旨を書面により NNSA の不拡散・国際セキュリティ局に提出 

・購入者は低濃縮ウランの移転に際し、輸送、保険、安全、原子力事故に関する責任を有
する 

・引渡される低濃縮ウランは六フッ化ウランの形態（通常、濃縮度 4.95％のウラン 235 を含
有） 

・DOE は、 

- AFS 委員会を設置し、低濃縮ウランの供給要請を検討し DOE 長官に売却を勧奨 

- AFS からの売却が米国内のウラン市場に与える影響を評価し、売却によりウラン濃縮・ 
転換・採鉱のそれぞれの産業界に具体的な影響を与えないとの決定を下すに必要な
情報を DOE 長官に提供 

- 国外向けの売却承認に先立ち、国務省の同意、商務省・国防省の助言を受け、更に売
却に先立ち他の連邦組織（NRC、国務省、商務省、国防省等)に通告 

 
8.4.8 核燃料サイクルの多国間化 
 核燃料供給の保証においては、バック・エンド、即ち使用済燃料の管理（貯蔵）及び高レベル

放射性廃棄物の処理処分等の重要性に鑑みて、これらについても多国間管理を行うことが
議論されている【73】。 

 現在の核燃料供給保証議論は、2003 年 10 月のエルバラダイ IAEA 事務局長によるエコノ

ミスト誌への寄稿に端を発しており、その意図は、機微な（濃縮/再処理）技術と施設の拡散

を防止するため、これを多国間で管理することであり、使用済燃料と放射性廃棄物の管理と
処理処分についても多国間管理のアプローチを検討する必要があることを述べている【2】。 

 2008 年 9 月に米国科学アカデミー（NAS）/ロシア科学アカデミー（RAS）の合同委員会がまと

めた共同研究報告書「核燃料サイクルの国際化：ゴール、戦略及び課題」【74】では、使用済燃

料の引き取りの保証は核燃料供給保証よりも各国が国際核燃料供給に頼るようなインセン

ティブを提供し得ること等、原子力供給国は、あらゆる照射済燃料の引き取りを含め、核燃

料/原子炉リースサービス保証のためのメカニズムを確立することに重点を置くべきであると
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勧告している。 

 バック・エンド対策も含めた核燃料サイクルの多国間管理メカニズムの提案には、「国際（地

域）核燃料サイクル構想」【75】（東京大学大学院 GCOE プログラム（GoNERI）国際保障学研

究会が考察した構想）等がある。 
 

「国際（地域）核燃料サイクル構想」： 

・メカニズムは、私企業多国籍コンソーシアム（民間）、施設の属する国（ホスト国）、パートナ

ー国の三者からなる「運営組織」が運営し、施設の運転管理は施設のホスト国家とコンソー

シアムが行う 

・パートナー国は機微（濃縮/再処理）技術へのアクセスを行うことができない 

・メカニズムの参加国は核燃料の「サイクル国」と「非サイクル国」に分けられ、要件を満たせ

ば、サイクル国となることができる 

・非サイクル国は、使用済燃料発生に際し、速やかに国際使用済燃料貯蔵施設に送付し、

使用済燃料返還・引取り・処理は主に核兵器国が行う 

・サイクル国は有効かつ効率的なエネルギーの確保のためにプルトニウム利用（サーマル、

FBR）の推進に努力する 

・非サイクル国はサイクル国（主に核兵器国）にプルトニウム所有の権利を譲渡し、その代償

として等価の代替エネルギー源または経済的支援が補償される 

・バック・エンドについては、使用済燃料再処理、高レベル廃棄物処分体制確立と並行して、

短中期的措置として多国間による使用済燃料中間貯蔵施設を設置する。ただし、中長期的

にはプルトニウム等エネルギー源の効率的利用、使用済燃料拡散対策、廃棄物の環境負

荷低減を目指すため、使用済燃料の長期貯蔵や使用済燃料直接処分は考えない 

・高レベル放射性廃棄物処理処分については、全ての参加国が特性や能力に応じ長期的処

分につき検討/立案する 

 

 国際原子力エネルギー協力フレームワーク（IFNEC、8.3節参照）では包括的燃料サービス構

想（Comprehensive Fuel Services:CFS）を提唱している。CFS は、今後原子力発電所導入を

進める国に対して燃料供給、使用済燃料処理、最終処分等のサービスを提供するための、

包括的で信頼性が高くフレキシブルな商業ベースの枠組みである。構想の実現に向けては、

核不拡散リスクを高めることなく、フロント・エンドとバック・エンドの燃料サービスにおけるビ

ジネスモデルの構築が鍵であるとの認識のもと、包括的なアプローチに関する議論が続けら

れている【76】。 
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